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r三田学会雑誌」83卷2号 〔1990年7月）

コンテス夕ビリティ理論とその政策的含意 *

南 部 鶴 彦

1 序

産業組織に関する分析は1970年代から80年代にかけて著しい発展をとげた。それは一方で競争の

構造に関して純粋理論の分野から，新しいアプローチがなされ，伝統的ないし因襲的とも言える諸
( 1)

概念に対して根本的な挑戦がなされたことによるものである。そして他方では，こうした理論的発

展が伝統的な競争政策と規制政策とに（少なくともアメリカでは）無視できないインバクトを与え，

政策当局のよって立つノルムに変化の兆しが見えた。こうして実現された政策の弾力化は，産業組

織に関する政策論を大いに活発化させたのである。このような理論と政策との相互連関の中で，論

ずべきテーマは数多い。本論文はこの中から特に，コンテスタプル.マーケットの概念と政府規制

政策との関連を取りあげて，いわゆるコンテスタピリティ理論の持つ政策的インプリケーションに

ついて論ずることにしたい。その理由はほほ’明白と言ってよいであろう。産業組織という観点から

諸産業の市場成果を比較するとき，その成果にもっとも問題があると思われるのは，いわゆる政府

規制産業である。政府規制が単なる形式あるいは純粋の社会的規制としてではなく，経済的規制と

して経済活動を制約している分野では，規制の撤廃ないし緩和によって，消費者の利益を改善でき

ると考えられる分野が少なくない。このような規制緩和（deregulation) という新しい政策課題につ
( 2 )

いて，経済理論の側面からもっとも関連の強いのが，コンテスタピリティの理論である。しかし最

近の一'̂ ：̂)の!®向として，コンテスタビリティの考え方を経済学として政策の立脚点にすろことに对
(3)

して，いくつかの批判が提出され始めている。政策に貢献する理論の頑健性（robustness) が絶えず 

問い直される必要があることは言うまでもない。とはいえここで注意せねばならないのは，政策は

* 著者は慶應義塾経済学会シンポジウムにおける山田太門，白井義昌両氏の討論および参加者からのコメン 

トに深く感謝する。
注 〔1 ) このような成果は次の書物で網羅的に扱われている。 Richard Schmalensee and Robert D. 

Willig eds, Handbook of Industrial Organization volume 1 and 2 (North Holland, 1989).

( 2 ) それを代まするものとして Boumol,W. J., Panzar, J.C. and Willig, R. D., Contestable Markets 

and the Theory of Industry Structure (Harcourt Brace Janovich, 1982) およびその展望論文と 

しては高崎仁良「Contestability Theoryと産業構造一 概要と展望—— 」国民経済研究協会『国民 

経済』No.153 (1988年3月）を参照されたい。

( 3 ) たとえば，Marius Schwartz, "The Nature and Scope of Contestability Theory," Oxford 

Economic Papers, No. 38 1986.
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理論の従僕（servant)ではないということである。政策的発想及びその実現は，健全な理論を基礎 

とすることが必要ではあるが，理論あるいはモデル自体の持つ形式的論理に細部まで束縛されるこ 

とが必要か否かは，つねに注意深く検討せねばならない。ェセンシアルでない細部への拘泥が，新 

しい政策的発想を不胎化してしまうとすれば，そのような理論家の態度は"meticulosity" と呼ぱ 

れるべきものである。このような視点から，コンテスタビリティ理論が，規制緩和に対して持つ位 

置づけをここで検討することにしよう。

2 J .M .クラークの有効競争のモデル

競争及び規制政策の視点から，コンテスタピリティを論ずるためには，歴史的順序として，ジョ

ン • モーリス. クラーク（John Maurice Clark)の "workable competition" の概念に触れておか

なければならない。クラークがこの概念をアメリカ経済学会で発表したのは奇しくも，50年前の 
. (4 )

1939年10月であった。クラークは後年"workable"というB■葉の持つ受動的なニュアンスを嫌ゥ
( 5 )

て，"effective"と呼びかえている力'らその本質的内容は変わらないので，本稿では両者をともに

「有効競争」と訳して以下この訳語に従う。

クラークが有効競争というタームで強調したのは，伝統的な純粋ないし完全競争を競争政策のノ

ルムないし理想的状態を考えると，その当時新しい理論として登場した，独占的ないし不完全競争

の理論からは，現実はつねに非効率ないし，独占的欠陥を持つものと見なされてしまいかねないと

いうところにある。もし理論に完全に忠実な政策というものがあるとすれば，独占的要素あるいは

不完全性を除去するのに，企業の徹底的な分割や細分化が，ほとんどの重要な産業一すなわち規模

の経済性と製品差別化の程度が非常に高い産業一で必要ということにならざるをえない。勿論，現

実の政策担当者がこのような理想を追求しようとたことはない。なぜなら彼らは，政策立案にお

いて現実的とならざるをえず，長期的な視点が考慮に入って来るからである。そしてクラークが有

効競争論で強調したのも，このような長期的観点ないしダイナミックなプロセスとしての競争とい
( 6 )

う側面であった。クラークの論点は既に広く紹介されているので，ここでは要点のみを述べよう。

現実に行なわれている競争で重要な役割を果たすのは，企業経営者の将来への予想と，市場で生 

み出される代替的商品の二つである。第一の要因は，企業家は決して現実の競争企業のみを考慮す 

るのではなく，潜在的競争を予想して意思決定することを意味する。第二の要因は，近接する代替 

品の出現が交叉弾力性という形で，需要関数に影響を与えることを意味する。そしてこれら二つの 

要因は全体として個別需要曲線の傾きをフラットにするという効果を持つことになる。

注 C4) John M. Clark, "Toward a concept of workable competition," American Economic Review 

vol.XXX June, 1940. No. 2.

Ci> ) ------, Competition As A Dynamic Process, The Brookings Institution, 1961.

( 6 ) たとえぱ小西唯雄『産業組織政策原理』（東洋経済新報社1977年）
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他方コスト関数の形状についてみると，プラントの規模によってコストが著しく変化するこは現
び ）

実には見られないというの力：，クラークの抱いていた確信である。つまり長期平均費用はほとんど

の場合L 字型をしており，そのテイル部分は長いというのが現実的だという考え方で，これは後に

J .  S .ペイン以来改めて産業組織研究者の共有する現状認識となったものと同じである。

以上の認識からクラークは，企業の価格政策は長期の需要関数，つまり多くの代替品の存在によ

ってフラットな形状をした需要関数と，水平的なレンジにある長期限界費用とに基づいて決定され

るので，結果として価格はr完全競争」と実質的には異ならないと結論している。ところで，クラ

ークの定義する完全競争とは，純粋競争（同質的商品，完全価格情報，多数の売手，参入の自由）の概念

に "perfect two-way mobility of the factors of production"を加えたものである。つまりクラ

ークは，サンク. コストの存在しないという条件を完全競争に要件として加えていたことになる。

さてクラークが企業行動について相互のライバルリ一を重視していたことは，彼が価格差別を合

理的なものと見なしていたことからも明示されている。つまり価格差別と競争とは一概に矛盾する

ものとは考えず，むしろ有効競争にあっては何らかの価格差別が正当な場を獲得しうるというのが

彼の主張である。たとえば，需要のピークとオフ. ピークが顕著に存在するような産業では，価格

が限界費用につねに一致することは，むしろ競争が有効に行なわれないことを意味する。競争入札

制度のもとで，最終落札価格が市場コスト以上だったとしても，それは独占の存在を意味すること

にはならない。そして情報の不完全な状況では，多価市場均衡の成立することが示唆されている。

さて以上の有効競争の概念では，企業家への潜在的競争の脅威が短期的な独占的価格形成を有効

に阻止するというアイディアが重要な地位を占めていた。そしてクラークではモデルとしては分析

的に明らかとされなかった潜在的競争の概念が，近年ゲーム理論の応用によって精敏化された扱い 
( 8 )

を受けている訳である。他方では，長期平均費用は通常フラットであるという現状認識が，規模の 

経済性から来る市場の失敗の問題を回避させるものとなった。有効競争論はこうして完全競争とい 

う理念型でなく. よりオペレーショナルなノルムとして，競争政策にとり入れられたのである。

ここで同時に一つの大きな産業分野が，反トラスト法の適用除外として拡大するという現象が見 

られた。すなわち，公益* 業 （public Utilities)に代表される政府規制産業である。これらの産業で 

は当時共通の特徵として，規模の経済性が顕著に大きいこと，そして自然独占が不可避であること 

があげられた。ここではクラークが想定したフラットな長期平均費用は妥当せず，市場は失敗する 

可能性が高い。また需要曲線をフラットにする代替的商品の存在も，これらの分野では考えにくい 

ものであった。つまり，水道やガス，電力，電話などのサービスが公益享業の分野の代表例である 

力:，いずれもそれは商品として見れば内容が画一的で，いわゆる生活必需品と呼ばれるものにあた

注 （7 ) クラーク前掲論文pp. 247-248

( 8 ) ゲーム理論による参入の分析がincumbentと entrantとのゲームとして展開されることが多い 

ために，既存企業間の競争と潜在的競争の区別が不明確となったことを強く批判する立場もある。 
William Shepherd, "Contestability vs. Competition", American Economic Review, September 

1984.
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る。このような商品に代替可能な商品やそれを開発する技術は. 1930年代では予想されなかったの 

は当然と言うべきであろう。こうして，政府規制が競争原理とは別個のものとて，1930年代に正 

当性を確立した。」

3 コンチスタプル.マーケット概念の背景

J. M . クラークの有効競争のモデルは，ジョー•ベインのより分析的な参入障壁を機軸とする

"industrial organization"によって，1950年代以降はリプレースされたと言ってよい。ただし注

意すべきなのは， いわゆるシカゴ • スクールの伝統の中でクラークのダイナミック.プロセスでの

競争という概念は生き続けてきたことである。しかしシカゴ的な伝統の中では，チェンバリンの独
(10)

占的競争の考え方の市民権そのものが問題にされる状況にあった。このような意味では，クラーク 

が製品差別化や独占的競争をより正面からとりあげていたのとは対照的である。

クラークの有効競争の理念が，潜在的競争のdisciplineと代替的製品の出現というダイナミッ 

クな側面に力点かあるのに対し，ペイン以後のI. 0 . (industrial organization: 以下でこう略称する） 

では，参入障壁と市場成果という形でのいわゆる構造. 成果分析に重点が移動した。またこのよう 

なパラダイムの背景には，ベイン• モジリア一二の参入阻止価格モデルに代表されるような，既存 

企業と参入企業との間における生産量を中心にした戦略的な（極めてナイーヴであるが）モデルが用 

意されていた。結果として， I .  0 .の世界では価格を戦略変数とするモデルは例外的で，生産量，： 

広告販売支出，R & D 支出などが主要な戦略変数として扱われてきた。

また1930年代以降，政策規制産業の分析はどちらかと言えばI .  0 . の主要分野ではなく，public 

utility economicsという専門分野が主として扱ってきた。ここでは公益事業自体の歴史的背景か 

ら当然とも言える力;，制度学派の影響が大きく，公正報酬率や全部配賦費用（fully distributed cost) 

などの，資源の効率的配分という観点とは異なった概念が中心的であった。この結果として，1970 

年代に至るまでは少数の例外を除けば，競争という観点から規制産業を分析することはほとんどな 

されず，1 . 0 .とpublic utility economicsは分業体制にあったと言ってよい。

しかし政府規制の对象となった産業では，1930年代と異なる根本的な変化が，需要構造と技術の 

側面において，次第に顕著となってきた。これを需要の側面についてみれば，明らかに所得水準の 

上昇が根本的な変化をもたらした。かつては生活必需品というカテゴリーで画一的にとらえられた 

サービスの多くは，むしろ消費者のオプショ ンによって非画一的に需要されるという性格を持つこ 

とになった。運輸サービスや電話サービスなどについてこのような傾向は特に顕著である。そして 

このような変化は共通のネットワークを利用して複数のサービスが供給されるという状況を分析の

注 （9 ) こうした規制の成立課程については次が古典的な著作である。Alfred E. Kahn, The Economics of 

Regulation: Principles and Institutions (John Wiley, 1971).

(10) G. C, Archibald, "Chamberlin versus Chicago" Review of Economic Studies, October, 1961
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中に取り入れる必要性を著しく高めた。他方では,技術革新が代替的な供給の可能性を現実のもの

とした。運輸では数多くの輸送モードが利用可能となり，通信ではヶープルに対抗しうるマイクロ

波, 衛星，CATVなどがその例である。こうした産業の基礎構造の変化は，当然伝統的な規制の基

本的ルールを揺るがすことになる。消費者の利益という観点から規制をとらえる以上，かつての画

一的需要と技術の固定性を前提とするシステムはそのまま維持できるとは考えられないからである0

W. J.Baumol,E.E.Baily, I. C.Panzar, R. D. Willig (以下ではグループとして呼ぶときにはBaumol
01)

et. a lとする）などの人びとによって提案されたコンテスタプル•マーヶットの理論は以上のような 

規制産業の質的変化，特に航空サービスと電気通信サービスを念頭に置きながら，発展させられた 

ものであることに注目しておく必要がある。それは当初I . 0 .全体に対しる新しい視点というより 

も，自然独占のもとでの競争の可能性を問い直すというものであった。つまりBaumol et. a l が

標榜している"industry structure"の問題ではく’規制されたサービスの"pric ing"にサンクな
(12)

• コストという視点から新しい貢献を目指していたと解釈できる。そしてここでのモデルは，サー

ビスという貯蓄不可能な商品を対象とするところから， I .  0 .の伝統とは異なり価格を政策変数と

するペルトラン塑の価格競争が中心をなしている。かつてpublic utility economicsでは，価格

を通じての破減的競争あるいは"cutthroat competition"が神話として強固であり，それは規制
(13)

政策として価格を固定化させる論拠に現在でもなっている。しかしBaumol et. a l のコンテスタ 

プ ル • マ ー ヶ ッ ト では参入企業は損失が発生するとすれば即座に退出できるという条件があるため， 

破減的競争は元来起こりえない。そして "hit and n m "型の潜在的潜入の脅威に備えて，incum

bent が参入阻止を行なう とすると， その価格体系はラムゼー価格に一致するとされる。これは収 

獲通増型の産業で，収支均衡を条件としたセカンド. ペストの解が，企業の自主的なインセンティ 

プで実現されることを意味している。もしサンク• コストがゼロという条件が成立すれば，規制と 

いう制度を前提としないでも，社会的に望ましい結果は自動的に達成される。

このようにして一見pathbreakingと思われるコンテスタビリティ理論に対しては，理論上およ 

び政策適用上多くの論議が巻き起こされた。

4 批 判 ：理論的側面

Baumol et. a l の数多くの論文には理論的な側面から多くの批判がなされているが，ここでその 

主要なものを簡略に紹介しておこう。理論的価値だけを問うことは本稿の目的外であるし，既にな

注 （1 1 ) W. J. Baumol, J.C. Panzar and R. D, Willig 前掲書。

( 1 2 )この点を明示的にするものとして，W. J. Baumol，E. E. Baily and R. D. Willig, *'Weak Invisible 

Hand Theorems on the Sustainability of Prices in a Multiproduct Monopoly," American 

Economic Review, June 1977.

( 1 3 )破減的読争が果たして必然的か否かについては次を参照。南部鶴彦r破減的読争の理論」（『産業組 

織と公共政策の理論』第12章 （日本経済新聞社，1982))。
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された批判につけ加えることはないように思われるからである。

( 1 ) コ ン テ スタプル • マ ー ケ ッ トの均街いわゆるsustainableな市場状態については， これ が  

in cum b e n tと e n tr a n tとのどのようなゲームの結果として導かれるのかが明瞭でない。均衡 

に至る過程ではe n tra n tの価格のunder-cuttingが中心的な役割を果たし， incum bentはこ 

れをコントロールしようとしてもサ ン ク • コストがないため に 不可能となる。つ ま りあらか 

じめin cum ben tは戦略的に参入阻止ができないことを仮定しているのでは，均衡はトートロ
(14)

ジーに近い。実 際 D ix i tはコンチスタプル. マーケットの条件として次の4 つをあげている。 

( i ) 技術は完全に同一。

( i i ) 収獲適増ではあるがサンク. コストは存在しない。

( i i i)  in cum ben tは価格を即座に変えられない。

( i v ) 消費者は即座に価格差に反応する。

実際この点については， もし in cum ben tと e n tr a n tとが完全に対等という複占ゲームでは， 

生き残る企業が将来の利潤を限りなく現在と等しく評値する場合にのみ， コンテスタビリティ 

が保障されるというマスキン一ティロルの結果を，W .B r o c kが紹介している。

(2) Baum olet. a l は’ コンテスタプル• マーケットではラムゼー価格がえられると主張するが，

これは in cum ben tが en tran tに対してつねにラグをもって価格を変えるという条件に依存し

ている。つまりこのゲームでは誰がfirst m overかということがラムゼー価格という社会的最

適性を実現するのにクルーシアルである。ま た Dasgupta and s t ig l i t zは in c u m b e n tが

e n tra n tに対して，ほんの僅かにせよ戦略的優位性を持っているときには，incumbentが戦略
(16)

的に参入を阻止しうることをホした。このようなことから，人為的にentrant 「first mover

という地位を与えられないと，セカンド• ベストの実現が難しいという内在的な脆弱性をこの

理論は持つことになる。これは伝統的な完全競争モデルの持つ"robustness" と根本的に異な

っている。つまりB ro c kによれば，「あるゲームは均衡として完全なコンチスタピリティを保

障するが，他のゲームではこれが保障されない。われわれはコストゼロの可逆的参入自体によ
(17)

っては自動的に社会的最適の理想郷にたどりつかないように見える」とされている。

(3) M .Spenceはその書評において，Baumol et. a lがゲーム的な分析を考慮しなかったことは必 

ずしも致命的な問題ではなく，ある理論にすべての関連した現実性を要求するのはファでも 

リーズナプルでもないとしている。むしろ彼は，収獲通増や範囲の経済などが特徴的な産業に 

おいて， コンテスタピリティの概念は完全競争のバラダイムよりもより有効な厚生経済学上の

注 （14) A.K. Dixit, "Recent Development in Oligopoly Theory" American Economic Review, Papers 

and Proceedings, May 1982,

(15) W. A. Brock, "Contestable Markets and the Theory of Industry Structure: A Review Article" 

Journal of political Economy, December 1983.

(16) P. Dasgupta and J. E. Stiglitz, "Sunk Costs, Competition and Welfare," mimeo, 1985.

(17) Brock 前掲論文 p. 1062.
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判定基準を与えていると判断している。
(18)

さて以上で要約された理論上の問題点を前提としつつ，われわれはコンテスタビリチィ理論をど 

のようにして政策に適用できるかを次に分析しよう。

5 政策的インプリケーショソ

クラークの有効競争のモデルは，長期平均費用がL 字型でしかもそのテイルが長いという技術を 

前提としたものであることは前述した通りである。これに対してBaum olet. a l は長期平均費用 

が絶えず通減する自然独占のもとでも，価格を通じるin cum b e n tと en tran tの競争はセカンド. 

ベストを実現しうるとした。このようなセカンド.ぺストを実現する均衡については前節で述べた 

ような留保条件が必要である。しかしもしこのような留保条件を政策的に満たすことが実現可能で 

かつ社会的にリ一ズナプルなものとしたら，われわれはこの可能性をあくまで追求すべきである。 

それは次のような理由による。セカンド. ベストをもたらすラムゼー価格というのは，社会的余剰 

を収支均衡の制約のもとに最大化するという作業を，完全情報を持つ規制当局に仮託して行なわせ 

るというアイディアであろ。しかし現実には規制側の完全情報という前提はありえない。なぜなら, 

実際の供給主体ではない規制者が自ら情報を* めることは困難だし，実際に事業を行なっている企 

業にこのような情報を提供するインセンティプがないというのが第一の理由である。そして第二に 

は当然のことながら，限界費用や価格弾力性などを正確に測定することがどこまでできるかという 

不確定性の問題があるからである。したがってもし，企業の利潤追求のインセンティプを通じてセ 

カンド. ベストがある条件のもとで自動的に達成されるというなら，その条件は徹底的に追求して 

みる価値がある。

さてそのような条件とは第一に，サンク.コストゼロという状況が果たしてどこまで現実的かと 

いう点，第二にはe n tra n tに first mover advantageを与えるということが政策的に妥当かとい 

う点，言い換えれぱin cum ben tはつねに参入に対してあるラグを持ってレスポンスするという状 

況はフィ—ジプルなのかという点である。

まずサ ン ク.コストについて考えてみ よ う 。 ここで強調されねばならないのは，サンタ.コスト 

というのはダイナミックな概念であるということである。 この点ではBaumol et. a l が自らコン
(19)

テスタピリティ理論を「本質的にスタティック」なモデルとしていることは矛盾している。勿論彼 

らが均衡に至るプロセスを分析せず瞬間的に均衡が達成されるという比較静学的アプローチをとっ

注 08) M.Spence, "Contestable Market and the Theory of Industry Structure: A Review Article 

Journal of Economic Literature, September 1983.

(19) W. Baumol,J. C. Panzar and R. D, Willig, "Contestable Markets; An Uprising in the Theory 

of Industry Structure: Reply," American Economic Review, June 1983,
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ている点では確かに静学的には違、ない。しかし設定されている状況は，•潜在的参入に対する戦略 

を必要とするincumbentと，これから参入しようとするentrantとの競争なのだから，これはダ 

イナミックな状況としか言いようがない。これは実はクラークの設定した状況と同じなのである。

このような状況のもとでのサンク• コストとは決して中古市場があって投下した資本が回収でき 

るというような条件に眼定されるものではない。サンタネスはむしろ将来への予想あるいはケイン 

ズの言■うstate of confidenceに依存している。つまり将来の市場の動向，たとえぱ需要の成長率 

や技術進歩という要因あるいは，単に投下した資本を売却するというのではなく，企業自体を売却 

するM& A の可能性などまでが考慮に入ってくる。そして incumbentはこのようなentrantが直 

面する状況を考慮に入れた上で，果たして参入はサンクネスが高いのか否かを判断しなければなら 

ない。つまりサンタネスは最終的にincumbentの主観的判断である。それだけでなく，ダイナミ 

ックな状況では短期的な資本財の再販売不可能性が，果たして真のサンクネスをなすか否かが問題 

である。もし参入企業側でいわゆる"deep pocket"の条件が整っているなら， 短期的損失自体が 

定義し直される必要がある。以上のことから，将来の市場が極めて魅力的な場合には，サンク. 

コストはincumbentの側からすると極めて小さなものと見なされる可能性がある。そしてこのと 

きは，短期的な資本財の再販売可能性は問題とならないのである。

次に，entrantに対してfirst mover advantageを与える，ないしは，incumbentがタイム• 

ラダを持ってしかレスポンスできないという条件について考えてみよう。実はこれは規制の存在自 

体と双対的な性格を持つ問題である。というのは，entrantを優遇するというのは何らかの規制を 

前提とするが，実は規制を前提としないとコンテスタプル.マーケットではincumbent自体が存 

在しえないからである。定義によってコンテスタプルな状況では収獲通増を実現して市場を独占し 

ようとするincumbentは正常利潤しか実現できない。しかしもしこの産業が巨大な設備を必要と 

する自然独占だとすればそれが成立するまでの期間には，正常利潤以上のプレミアムが保障されて 

いなけれぱならない。これはコンテスタプル . マーケットに任せることのできない部分である。そ 

こで一'̂0の方法は，規制が一定期間参入を禁ihして，ある企業にincumbentの地位を与えること 

が必要となる。このことは結局，特定の企業に対してレントを保障するということに外ならない。 

伝統的な規制はこれを論拠としている。ところ力' ; , もしコンテスタピリティがあれば，一旦成立し 

た独占に対し，価格をundercutする企業により規制の大部分が不要となる。そのためには先の 

entrantに対してfirst mover advantageを与えるという手段が活用できる。しかもこのような 

差別的政策は社会的に見てリーズナプルなものと考えられよう。なぜなら，incumbentはまさに 

先発の特権を与えられてレントを保障されたのであるから，次に反射的にentrantが価格競争で 

first moverとなる権利を持つことも自然と見なされるからである。I換言すれば，規制はいわゆる 

非対称的規制を行なうためには最小限必要となることを意味する。ただしここでは，規制当局が情 

報を* めたり，* 業者の行動に介入したりする必要は全くないのである。こうして政策的観点から 

コンテスタビリティ理論を眺めると， Baumolet. a lが主張したようなトータル.ディレギュレー
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シ ョ ン という政策は非現実的なように思われる。むしろコンテスタビリティ理論によって，ある産

業分野では伝統的な規制の大部分をカット• オフして，もっともェセンシアルなものだけを残すと

いう方向が示唆される。さらに現実的ないくつかの点をここで補足しておこう。incumbent力：

entrantに即座にレスポンスをとって価格を引き下げ，再びその後に引き上げるという戦略は，現

実には難しいことが指摘されている。それは規制産業のサービスが"reputation goods"であると

きには，値格変更自体が戦略的にマイナスとなる可能性があるからである。このためentrantは一

定期間の利益を得ることが可能となる。また価格変更についてある契約を結ぶことで価格変動を緩
(20)

和することも考えられる。さらに現実的に重要なのは，需要にピークとオフ• ピークがあって， 

incumbentはピークのために設備を持たねぱならないというときである。この場合には，ピーク 

時に参入をある程度認めることによって，自らの設備負担を減らすことができ，しかもそれが参入 

による損失よりも大きけれぱ，参入を即座に撃退することは有利ではない。さらにentrantとし 

ても，自らの資本財はピーク時において何回でも再利用できるから，これはサンク•コストになら 

ないのである。このような現実的諸条件を加えると，incumbentの価格にタイム•ラグのあるこ 

とは十分の蓋然性を持つものと言えよう。

6 結 語

コンチスタピリティ理論と呼ばれるものは，かつてのクラークの有効競争論を収獲適増産業でリ 

バイヴさせたものと評価できる。クラークにあっては，競争のダイナミック•プロセスに着目すろ 

ことによって収獲一定の範囲で完全競争と同じような成果が得られることが主張された。Baumol 

e t a lは収獲適増という条件を一方で課しながら他方でクラークの言う生産要素のtwo~way mo

bility を導入することによって，セカンド. ベストが自動的に達成されることを標榜したのである。 

いずれの立場も，その発想の原点に市場の諸力を信頼すれば政策的介入は不要であるという考え方 

がある。しかしクラークの場合にはペインやその他の1 . 0 .研究者により参入障壁という観点から 

そのオプティミズムが全体的に支持されたとは言えない。同様にBaumol et. a lについても， ミ 

ニマムの規制は必要というのがコンテスタピリティ理論の帰結になるのではないかと思われる。 

Baumol et. a lが彼らのバラダイムをもって，伝統的な1 . 0 .をリプレースしうると論じたのは，' 

明らかにオーバー• ランであったと言うべきであろう。シュバ一ドが強く批判しているように，競 

争政策という視点からは潜在的競争（シ31バードはexternal conditionと呼ぶ）よりも現実の競争 

(internal conditionと呼ばれている）の方力:，はるかに信頼できるメルクマールと言えるからである。 

むしろI .  0 . にとっては，複数生産物という概念が極めて不十分にしかとり入れられていない状況 

で，コンテスタピリティ概念から学ぶべきものが多い。しかしながらシ: バードが，学説史的紹介

で 1 . 0 .研究者はつねにinternal conditionを external conditionより重視してきたとしている
(21)

のも明らかにオーバーランである。既にわれわれはJ . M . クラークが有効競争論を展開して大きな
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インパクトを与えたのを見たし， シカゴ • スクール特にHarold Demsetzは 1960年■代 か ら exter-
(22)

na lcond itionを重視して，政策にも大きな影響を与えているからである。競争政策や規制政策の 

分野ではたしかにイデオロギー的対立が少なくない。しかし新しい理論の政策的貢献の可能性を検 

討するには，こうした要素をミニマムにせねばならない。
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